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○豊後大野市危険ブロック塀等除却事業補助金交付要綱 

令和元年7月29日 

告示第51号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地震発生時等におけるブロック塀等の倒壊による被害を未然に防ぎ、

避難路の確保を図るため、危険なブロック塀等の解体撤去（以下「除却」という。）を

行った者に対し、予算の範囲内において豊後大野市危険ブロック塀等除却事業補助金（以

下「補助金」という。）を交付することに関し、豊後大野市補助金等交付規則（平成17

年豊後大野市規則第50号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「ブロック塀等」とは、コンクリートブロック造、石造、れん

が造その他組積造の塀（フェンスその他これに類するものと混用されたものを含む。）

及び門柱をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者（以下「補助対象者」という。）は、本市内においてブロ

ック塀等を所有し、又は管理する者で、補助金の交付対象となるブロック塀等（以下「補

助対象ブロック塀等」という。）の除却を行う者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては、補助金を交付しない。 

(1) 本市の市税に滞納がある者 

(2) 補助対象ブロック塀等が設置されている敷地で、すでにこの告示に基づく補助金又

は他の同様の補助事業の交付を受けたことがある者 

(3) 豊後大野市暴力団排除条例（平成23年豊後大野市条例第9号）第6条第1号に規定す

る暴力団関係者 

（補助対象ブロック塀等） 

第４条 補助対象ブロック塀等は、次の各号のいずれにも該当し、市長が危険であると認

めたものとする。 

(1) 道路（建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条に規定する道路をいう。）に面

していること。 

(2) 高さが1メートル以上であること。 

(3) ひび割れ、傾き等が認められること。 

２ 前項の規定にかかわらず、前項の規定に該当しないブロック塀等についても地震等の

発生により倒壊のおそれがあり、かつ、避難路を確保するために市長が特に必要と認め

る場合は、当該ブロック塀等を補助対象ブロック塀等とする。 
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（補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象

ブロック塀等の除却に要する費用とする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額（その額に1,000円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てた額）とし、100,000円を限度額とする。 

（補助対象ブロック塀等の判定） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめブロック塀等が、補助

対象ブロック塀等に該当するか否かの判定を受けなければならない。 

２ 前項の判定を受けようとする者は、豊後大野市危険ブロック塀等除却事業事前調査申

請書（様式第1号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) ブロック塀等の所有又は管理する者であることを証する書類 

(2) ブロック塀等の位置図及び現況写真 

(3) その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、現地調査をした上、補助対象ブロッ

ク塀等に該当するか否かを判定し、その結果を豊後大野市危険ブロック塀等除却事業補

助金交付対象判定通知書（様式第2号）により当該申請をした者に通知する。 

（交付申請） 

第７条 前条第3項に規定する現地調査において補助対象ブロック塀等に該当する旨の判

定を受けた補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、豊後大野市危険ブロ

ック塀等除却事業補助金交付申請書（様式第3号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

(1) 市税完納証明書 

(2) ブロック塀等の位置、構造、延長及び高さを記入した見取図 

(3) 補助対象ブロック塀等の除却に係る見積書（内訳明細の分かるもの）の写し 

(4) 誓約書（様式第4号） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認めた

ときは、豊後大野市危険ブロック塀等除却事業補助金交付決定通知書（様式第5号）によ

り当該申請をした者に通知するものとする。 

（補助事業の変更） 

第９条 前条の規定による補助金交付決定通知を受けた交付申請者（以下「補助事業者」

という。）は、内容を変更しようとするときは、豊後大野市危険ブロック塀等除却事業
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補助金交付変更申請書（様式第6号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

(1) 変更計画書 

(2) 除却工事見積書（写し） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、豊後大野市危険ブロック塀等除却事業補助金変更

交付決定通知書（様式第7号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助事業の着手） 

第１０条 補助事業は、第8条の規定による交付決定を受けた後に行わなければならない。 

（補助事業の中止） 

第１１条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ豊後大野市危

険ブロック塀等除却事業中止届（様式第8号）に補助金交付決定通知書を添えて市長に届

け出なければならない。 

（完了報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業を完了した日から起算し

て20日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の2月末日のいず

れか早い日までに豊後大野市危険ブロック塀等除却事業完了報告書（様式第9号）に次に

掲げる書類を添えて、市長に提出し、確認審査を受けなければならない。 

(1) 補助事業係る工事費の契約書及び領収書の写し 

(2) 補助事業に係る工事の写真（施工前後及び施工状況の分かるもの） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条に規定する完了報告を受けたときは、その内容を審査し、補助対

象ブロック塀等の除却の状況を確認し、適当と認められたときは、交付すべき補助金の

額を確定し、豊後大野市危険ブロック塀等除却事業補助金額確定通知書（様式第10号）

により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第１４条 前条の規定による補助金額確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請

求しようとするときは、豊後大野市危険ブロック塀等除却事業補助金交付請求書（様式

第11号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。この場合におい
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て、既に補助金が交付されているときは、交付された補助金の全部又は一部を返還させ

るものとする。 

(1) 第11条の規定による届出があったとき。 

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（その他） 

第１６条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の予算に係る補助金から適用する
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